
千葉市地域保健臨床研修実施要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、医師法（昭和２３年法律第２０１号）第１６条の２第１項

に規定する臨床研修（以下「臨床研修」という。）のうち地域保健・医療の分

野の研修として、千葉市保健所（以下「保健所」という）が実施する地域保健

臨床研修（以下「研修」という。）に関し、必要な事項を定めることを目的と

する。 

 

（研修の目的及び内容） 

第２条 研修は、臨床研修を受けている医師（以下「研修医」という。）が保健

所の役割（地域保健・健康増進への理解を含む。）について理解し、実践する

ことにより、地域保健・医療を必要とする患者及びその家族に対して、全人的

に対応できるようになることを目的とする。 

２ 研修の内容は、別表のとおりとする。 

 

（研修の対象者） 

第３条 研修の対象者は、医師法第１６条の２第 1項に規定する病院（以下「臨

床研修病院等」という。）において、医師法第１６条の２第１項に規定する臨

床研修に関する省令（平成１４年厚生労働省令第１５８号。以下「省令」とい

う。）第４条第１項第１３号に規定する研修プログラム（以下「研修プログラ

ム」という。）であって、保健所を臨床研修協力施設とする研修プログラムに

よる臨床研修を受けている研修医とする。 

  

（臨床研修協力施設に関する手続） 

第４条 省令第４条又は第５条の申請及び省令第９条の届出を行おうとする病

院の開設者が、研修プログラムの新設又は変更により、保健所を新たに臨床研

修協力施設としようとするときは、様式第 1 号により事前に市長に協議しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の協議に対する承諾の可否を決定し、その結果を様式第 2 号

により臨床研修病院等の開設者に回答するものとする。 



（協定の締結） 

第５条 前条第 2 項の規定により承諾する旨の回答を受けた臨床研修病院等の

開設者は、地域保健臨床研修の取扱い等に関し、本市と協定を締結する。 

２ 前項に規定する協定の内容は、千葉市地域保健臨床研修の取扱いに関する

協定書（様式第 3号。以下「協定書」という。）のとおりとする。 

 

 

（臨床研修協力施設に係る変更事項） 

第６条 保健所長は、省令第８条第１項第９号に規定する事項に変更が生じた

ときは、協定書第２条の規定により、臨床研修病院等の開設者に通知する。 

 

（研修医の受入手続） 

第７条 保健所長は、協定書第３条の規定により、研修医受入承諾書（協定書別

紙３）を臨床研修病院等の開設者に送付する。 

 

（研修実施責任者及び臨床研修指導医） 

第８条 保健所長は、「医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する

省令の施行について」（平成１５年６月１２日付け医政発第０６１２００４号

厚生労働省医政局長通知。以下「局長通知」という。）における研修実施責任

者及び臨床研修指導医として、研修の円滑かつ適切な実施を図り、研修の実施

を管理するとともに、研修医に対する指導を行うものとする。 

２ 保健所長の指名する職員（以下「指導職員」という。）は、その所掌事務に

関し、研修医に対する指導を行うものとする。 

 

（研修期間） 

第９条 研修期間は、原則として１か月以内とする。 

    

（研修時間） 

第１０条 研修時間は、原則として月曜日から金曜日（千葉市の休日を定める

条例（平成元年条例第 1 号）に規定する休日を除く。）の午前９時から午

後５時までとする。ただし、特に必要があると認めるときには、保健所長が別

に定めることができる。 

   

 

（報酬等） 

第１１条 本市は、研修医に対して報酬、賃金、居住地から研修場所までの交通



費、食費、その他いかなる経済的な負担も負わない。 

 

（身分及び服務） 

第１２条 研修医（千葉市立青葉病院及び千葉市立海浜病院の研修医を除く。）

には、市職員の身分を与えない。 

２ 研修医は、研修時間中は所定の研修に専念し、研修の目的の達成に努めなけ

ればならない。 

３ 研修医は、研修時間中、市職員が遵守すべき法令、条例等を遵守するととも

に、保健所長及び指導職員の指導又は指示に従わなければならない。 

４ 研修医は、研修により知り得た情報（公開されるものを除く。）を漏らして

はならない。研修終了後においても同様とする。 

５ 研修医は、研修の成果として論文等を外部へ発表する場合には、事前に保健

所長の承認を得なければならない。 

６ 研修医は、病気等により予定されていた研修を受けることができない場合

には、あらかじめ保健所長にその旨を連絡しなければならない。 

 

（研修の中止） 

第１３条 保健所長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、協

定書第９条の規定により臨床研修病院等の開設者に協議の上、研修を中止す

ることができる。 

 （１） 研修医が第１２条第２項から第６項までに定める服務義務に反する行

為を行ったとき。 

 （２） 研修を継続することにより業務に支障が生じたとき又はそのおそれが

あるとき。 

 （３） 研修の目的を達成することが困難であると認められるとき。 

 

（研修結果の通知） 

第１４条 保健所長は、研修医が所定の研修を終了したときは、その結果を協定

書第１０条の規定により、臨床研修病院等の開設者に通知する。 

 

（事故責任等） 

第１５条 臨床研修病院等の開設者及び研修医は、医療行為を研修の内容とす

る場合は、研修中の医療事故等に備え、医師賠償責任保険に加入し、研修中の

事故に関して、自らの責任において対応しなければならない。 

２ 臨床研修病院等の開設者及び研修医は、研修医が故意又は過失をもって第

１２条第２項から第５項までの規定に反する行為により本市又は第三者に対



して損害を与えた場合は、これらに対して連帯して責任を負わなければなら

ない。 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるほか、研修に関して必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１７年５月２０日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、保健所を臨床研修協力施設とする研修プログラムで

既に局長通知による厚生労働大臣への届出を行っているものについては、第

４条第２項の規定により承諾する旨の回答をしたものとみなす。 

   

 附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

  



別表（第２条第２項） 

千葉市地域保健臨床研修の内容 

 

１  保健所総論 ： 保健所行政の概要について理解する。 

２  健康危機管理 ： 地域における健康危機管理体制について理解する。 

３  医療安全対策 ： 医療機関における医療安全対策の重要性を認識する

とともに、保健所の医療安全相談窓口での対応について理解する。 

４  院内感染防止対策 ： 医療機関における院内感染防止対策の重要性を

認識し、重大な院内感染事故が発生した時の保健所の対応について理

解する。 

５  保健統計 ： 死亡診断書の正しい書き方を習得するとともに、人口動

態統計その他医療関係の保健統計の意義について理解する。 

６  母子保健対策 ： 子育て支援の立場からなされている乳幼児健康診

査、各種育児支援事業など、地域における母子保健事業の体系を理解

し、また、児童虐待予防対策の重要性について理解する。 

７  成人保健対策 ： 生活習慣病予防、介護予防を目的として地域で実施

されている成人保健対策事業の重要性を理解する。 

８  食生活改善対策 ： 地域における食生活習慣改善を通じた健康づくり

対策の重要性について理解する。 

９  歯科保健対策 ： 地域における歯科保健事業について理解する。 

１０ 精神保健福祉対策 ： 精神保健福祉法及び精神保健福祉に関わる諸制

度を理解するとともに、保健所の精神保健業務に参加することによ

り、医師として精神障害者に対して適切に対応する能力を身につけ

る。 

１１ 難病対策 ： 難病（特定疾患治療研究事業の対象疾患）や小児慢性特

定疾患に関わる制度と、保健所で実施している難病対策事業を理解す

ることにより、医師として難病患者に対して適切に対応する能力を身

につける。 

１２ 結核対策 ： 地域における結核の発生状況を知り、結核予防法及び保

健所の結核対策業務を理解することにより、医師として結核患者に対

して適切に対応する能力を身につける。 

１３ 感染症対策 ： 感染症法及び保健所の感染症対策業務を理解し医師と

して、感染症発生時に適切に対応する能力を身につける。 

１４ エイズ対策 ： 保健所のエイズ対策業務について理解し、医師として

エイズ患者・ＨＩＶ感染者に対して適切に対応できる能力を身につけ

る。 



１５ 予防接種対策 ： 予防接種法に基づく予防接種の意義と方法、市町村

における予防接種実施体制について理解する。 

１６ 環境衛生対策 ： 保健所の環境衛生業務について理解し、医師とし

て、生活環境に由来する健康被害に対して適切に対応する能力を身に

つける。 

１７ 食中毒防止対策 ： 食中毒を防止するために保健所が行っている業務

について理解するとともに、医師として食中毒患者発生時に適切に対

応する能力を身につける。 

１８ 地方卸売市場・食鳥処理場における食品衛生対策 ： 食品流通の拠点

である地方卸売市場での監視指導及び食鳥肉の流通の拠点である食鳥

処理場での食鳥検査業務について理解する。 

１９ 保健福祉センターにおける地域保健活動 ： 住民に身近な保健サービ

スの拠点である保健福祉センターでの地域特性に基づいた保健活動に

ついて理解する。 

  



様式第１号（第４条第１項） 

                                     

                            年  月  日 

    

（あて先）千葉市長  

 

病院開設者 

       

            印 

 

 

 

臨床研修協力施設に関する協議について 

 

 医師臨床研修の研修プログラムを作成するに当たり、千葉市保健所を臨床研

修協力施設としたいので、下記のとおり協議します。 

 

記 

 

 

病 院 名 

 

 

 

区   分 

単独型臨床研修病院 

 

管理型臨床研修病院 

新設又は変更する研

修プログラム名 
 

（注）区分欄は、いずれかを○で囲む。 

 

  



様式第２号（第４条第２項） 

 

                            千  第  号 

                            年  月  日 

 

病院開設者 

 

               様 

 

                     

       千葉市長          印 

 

 

臨床研修協力施設に関する協議について（回答） 

 

   年  月  日付けで協議のありましたこのことについて、下記のとお

り回答します。 

記 

病 院 名  

新設又は変更する研修

プログラム名 
 

臨床研修協力施設とす

る保健所名 
千葉市保健所 

承諾・不承諾の別 

 

  承 諾 ・ 不承諾  （いずれかを○で囲む） 

（不承諾の場合の理由） 

（注）承諾の場合、局長通知に規定する次の書類を添付すること。 

１ 様式４ 臨床研修協力施設概況表 

２ 様式５ 臨床研修承諾書 



  



別紙２（協定書第３条第１項） 

 

研 修 医 受 入 申 込 書 

 

  年  月  日 

 

（あて先）千葉市保健所長  

 

                 病院開設者 

                                  印 

 

 

千葉市地域保健臨床研修の取扱いに関する協定書第３条第１項の規定により、

下記のとおり申込みします。 

記 

 研修医 

ふ り が な 

氏    名 
生年月日 

性

別 

現 住 所 

（電話番号） 
研修希望期間 

    

年 月 日

～ 

年 月 日 

    

年 月 日

～ 

年 月 日 

    

年 月 日

～ 

年 月 日 

（注）添付書類（研修医ごと） 

１ 履歴書（市販の用紙に記入したもの、又は病院が作成した履歴事項調書

等） 

２ 医師免許証の写し 

３ 医療行為を研修の内容とする場合は、医師賠償責任保険の加入がわか

る書類（保険証書の写しなど。未加入の場合は研修開始日までに病院が

責任を持って当該研修医に保険に加入させる旨の誓約書（様式は任意）） 

  



別紙３（協定書第３条第２項） 

 

研 修 医 受 入 承 諾 書 

 

  年  月  日 

病院開設者 

 

              様 

                             

千葉市保健所長 

 

 

年  月  日付けで申込みのありました研修医受入れについては、

下記のとおり承諾しましたので、千葉市地域保健臨床研修の取扱いに関する

協定書第３条第２項の規定により通知します。 

記 

  

氏    名 受入の可否 研修期間 

  

年 月 日 

～ 

年 月 日 

  

年 月 日 

～ 

年 月 日 

  

年 月 日 

～ 

年 月 日 

 

  



別紙４（協定書第８条） 

誓  約  書 

                            年  月  日 

 

（あて先）千葉市長  

     

                  病院名 

                  氏 名 （直 筆 署 名）             

 

    私は、千葉市地域保健臨床研修を受けるに当たり、下記の事項を遵守すること

を誓います。 

記 

１ 研修期間中は、所定の研修に専念し、研修目的の達成に努めます。 

２ 研修時間中は、千葉市職員が遵守すべき法令、条例等を遵守するとともに、

保健所長及びその他研修に関わる職員の指導又は指示に従います。 

３ 研修により知り得た情報（公開されているものを除く。）は一切漏らしませ

ん。研修終了後においても同様とします。 

４ 研修の成果を論文等により外部へ発表する場合には、事前に保健所長の承

認を得ます。 

５ 病気等により予定されていた研修を受けることができない場合には、あら

かじめ臨床研修指導医にその旨連絡します。 

６ 医療行為を研修内容とする場合は、研修中の医療事故等に備えて、医師賠償

責任保険に加入し、研修中の事故に関して、自らの責任で対応します。 

７ 故意又は過失をもって、上記１から５までの事項に反する行為により千葉

市又は第三者に対して損害を与えた場合は、これらに対して責任を負います。 

 

  



別紙５（協定書第１０条） 

 

研 修 結 果 通 知 書 

 

千  第   号 

 年  月  日 

病院開設者 

 

              様 

                            

千葉市保健所長       印 

 

 

 

このことについて、千葉市地域保健臨床研修の取扱いに関する協定書第 

１０条の規定により、下記のとおり研修結果を通知します。 

 

記 

 

研 修 医 氏 名 研 修 期 間 
研修すべき 

日数 

研修日数 

（欠席日

数） 

備考 

 

   年 月 日 

～ 

年 月 日 

   

 

   年 月 日 

～ 

年 月 日  

   

 

 年 月 日 

～ 

年 月 日 

   

 

年 月 日 

～ 

年 月 日 

   

 


